
  

様式第２号の１－②【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の

１－①を用いること。 
 
学校名 リリーこども＆スポーツ専門学校 

設置者名 学校法人リリー文化学園 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

課程名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合

実務経験のあ

る教員等によ

る授業科目の

単位数又は授

業時数 

省令で定める

基準単位数又

は授業時数 

配

置

困

難

こども未来学科

小学校/幼稚園教

諭・保育士コース

夜 ・

通信
３２０時間 ３２０時間  

こども未来学科

幼稚園教諭・保育

士コース 

夜 ・

通信
２４０時間 ２４０時間  

こども未来学科

スポーツ保育士

コース 

夜 ・

通信
１８０時間 １６０時間  

介護ふくし学科 
夜 ・

通信
２１０時間 １６０時間  

保育福祉専門課

程 

 

健康スポーツ学

科 

夜 ・

通信
１８０時間 １６０時間  

（備考） 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 

www.lily.ac.jp/ 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学科 

学科名 

（困難である理由） 



  

 

様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 
学校名 リリーこども＆スポーツ専門学校 

設置者名 学校法人リリー文化学園 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
www.lily.ac.jp/ 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容

や期待する役割 

歯科医院院長 歯科専門学校校長 

平成８年４

月１日～令

和４年３月

３１日 

法人の教育内容全

般の確認 

保育園園長 園長 

平成３１年

４月１日～

令和４年３

月３１日 

実習担当教員 

（備考） 

 



  

 

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 
学校名 リリーこども＆スポーツ専門学校 

設置者名 学校法人リリー文化学園 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法や

基準その他の事項を記載した授業計画(シラバス)を作成し、公表している

こと。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

・シラバスの作成過程及び時期 

９月 教育課程（案）の内容を検討 

１２月 教育課程編成会議において審議 

  ２月 授業計画（シラバス）の決定  

・シラバスの公表時期  翌年４月 

授業計画書の公表方法 www.lily.ac.jp/で公開する。 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定してい

ること。 

 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

・学則第１２条１各授業科目の課程終了の認定は、原則としてその授業を終

了した学期末試験及びその他適当な方法で判定した成績により、所定の単

位を与える。２各授業科目の出席時間が指定時間数の３分の２(教育実習・

保育実習・介護実習については５分の４)に満たない者については、当該科目の

履修の認定をしない。第１３条１成績の評価は、Ａ(優)８０点以上、Ｂ(良)
７０点以上、Ｃ(可)６０点以上、Ｄ(不可)５９点以下とし、Ｃ以上を合格と

する。第１４条１本校を卒業するためには、こども未来学科の学生は２年

以上、こども教育学科は４年以上、介護ふくし学科及び健康スポーツ学科

の学生は２年以上在学し、別表第１、別表第２、別表３及び別表４に定め

るところによりこども未来学科スポーツ保育士コース（２年制）は９３単

位、幼稚園教諭・保育士コース（３年制）は９６単位、小学校/幼稚園教諭・

保育士コース（４年制）は１４５単位、こども教育学科は１８０単位、介

護ふくし学科は９０単位、健康スポーツ学科は７８単位以上を修得しなけ

ればならない。２本校にこども未来学科は２年以上、こども教育学科は４

年以上、介護ふくし学科及び健康スポーツ学科は２年以上在学し、本学則

に定める授業科目及び単位数を修得した者については、校長が卒業を認定

する。３校長は、卒業を認定した者に対して卒業証書を授与する。４本校

のこども未来学科、介護ふくし学科及び健康スポーツ学科を卒業した者は、

専門士と称することができる。こども教育学科を卒業した者は、高度専門

士と称することができる。５介護福祉士実務者研修を修了するためには、

別表５に定めるところによる時間を修得しなければならない。 



  

 
第１５条１本校において取得することができる免許状及び資格の種類は次

のとおりとする。 
 

学    科 免許状及び資格の種類 

こども未来学科 保育士資格 

介護ふくし学科 介護福祉士受験資格 

健康スポーツ学科 介護職員初任者研修修了 

介護福祉士実務者研修 介護福祉士実務者研修修了 

  
２保育士の資格を取得しようとする者は、第１４条に規定する卒業要件を充

足し、かつ児童福祉法施行規則第６条の２第１項第３号の規定及び平成２

２年厚生労働省告示第２７８号に定める科目及び単位を含む別表１に定め

る科目及び単位を修得しなければならない。３介護福祉士受験資格を取得

しようとする者は、第１４条に規定する卒業要件を充足し、かつ社会福祉

士介護福祉士学校指定規則第５条第３項に定める科目及び単位を含む別表

３に定める科目及び単位を修得しなければならない。４介護職員初任者研

修修了の資格を取得しようとする者は、第１４条に規定する卒業要件を充

足し、かつ介護保険法施行規則第２２条の２３第２項に規定する厚生労働

大臣が定める基準（平成１８年厚生労働省告示第２１９号）に定める科目

及び単位を含む別表４に定める科目及び単位を修得しなければならない。

５介護福祉士実務者研修修了の資格を取得しようとする者は、第１４条に

規定する修了要件を充足し、かつ社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則

第７条の２第二項イに規定する厚生労働大臣が定める基準（平成２３ 
年厚生労働省令第１３２号）に定める科目及び時間を含む別表５に定める

科目及び時間を修得しなければならない。上記学則第１２条から第１５条

の規定に基づき、授業計画の方法・基準を示したうえで、成績評価のため

の試験を実施し、実習成果及び授業履修状況を勘案し、就業成果を判定し

ている。 
 

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するととも

に、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
 

（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

 

１．履修科目の試験結果を点数化し、全科目の合計点の平均を算出する 

（１００点満点で点数化）

２．年２回の試験結果に基づき１の方法により学生毎の平均点を算出している。 

 

 

 

 



  

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 
www.lily.ac.jp/で公開する。 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施してい

ること。 
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

 

○本校ディプロマ・ポリシー 

本校は学校教育法第８２条の２の規定により、幼稚園教諭及び児童福祉法に基づく

保育士の養成並びに介護福祉士法に基づく社会福祉の専門技術者の養成、健康体力づ

くり施策に寄与する健康運動実践指導者を養成する専修学校の教育を行うことを目

的とする。卒業までに職業人として、基本的学習習慣の確立に加え接客・マナー等を

修得し、ボランティア教育を卒業要件に入れている。ボランティア活動を理解させ、

活動を通してリーダーシップやフォロワーシップを発揮できる人材育成を目指して

いる。成績判定会議においては、試験の成績は勿論のこと人物評価を行い授業態度等

を加味し進級、卒業の決定を行っている。 
 

１． 学則第１２条出席日数（１各授業科目の課程終了の認定は、原則としてその授業

を終了した学期末試験及びその他適当な方法で判定した成績により、所定の単位を

与える。２各授業科目の出席時間が指定時間数の３分の２(教育実習・保育実習・介

護実習については５分の４)に満たない者については、当該科目の履修の認定をしな

い。）及び第１３条の試験点（１成績の評価は、Ａ(優)８０点以上、Ｂ(良)７０点以

上、Ｃ(可)６０点以上、Ｄ(不可)５９点以下とし、Ｃ以上を合格とする。）の試験点

（課題提出等含む）に達している学生は進級、卒業成績判定会議において公正公平

なる判定を受け卒業予定者となる。（課題提出等含む）に達している学生は卒業成

績判定会議において、公正公平なる判定を受け卒業予定者となる。 

 

２． １の卒業要件に加え学則第１４条（１本校を卒業するためには、こども未来学科

  の学生は２年以上、こども教育学科は４年以上、介護ふくし学科及び健康スポーツ

学科の学生は２年以上在学し、別表第１、別表第２、別表３及び別表４に定めると

ころによりこども未来学科スポーツ保育士コース（２年制）は９３単位、幼稚園教

諭・保育士コース（３年制）は９６単位、小学校/幼稚園教諭・保育士コース（４

年制）は１４５単位、こども教育学科は１８０単位、介護ふくし学科は９０単位、

健康スポーツ学科は７８単位以上を修得しなければならない。２本校にこども未来

学科は２年以上、こども教育学科は４年以上、介護ふくし学科及び健康スポーツ学

科は２年以上在学し、本学則に定める授業科目及び単位数を修得した者について 
は、校長が卒業を認定する。３校長は、卒業を認定したに対して卒業証書を授与す

る。４本校のこども未来学科、介護ふくし学科及び健康スポーツ学科を卒業した者

は、専門士と称することができる。こども教育学科を卒業した者は、高度専門士と

称することができる。５介護福祉士実務者研修を修了するためには、別表５に定め

るところによる 時間を修得しなければならない。）の実習単位修得した者が卒業

となる。 

 

 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 
www.lily.ac.jp/で公開する。 

 


